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令和４年第５回教育委員会会議録 

■会議名 令和４年第５回忠岡町教育委員会定例会 

■日 時 令和４年５月２０日（金）午前１０時から午前１０時４５分 

■場 所 忠岡町役場 ３階 研修室３ 

■出席者 教育委員会委員 

教育長      富本 正昭 

教育長職務代理者 安明 明子 

委員       新田 哲也 

委員       谷野 しづこ 

委員       竹林 正訓 

     事務局 

教育部長         二重 幸生 

教育部教育みらい課長   森野 英三 

教育部生涯学習課長    畑中 孝昭 

教育部理事兼学校教育課長 石本 秀樹 

教育部学校教育課参事   三好 泰隆 

教育部教育みらい課主査  園部 一輝 

■傍聴者数 ０名 

■会議録署名委員 竹林委員 

■議事日程 

日程第１ 報告第17号 行事等報告について 

日程第２ 報告第18号 町立各学校園保育所行事について 

日程第３ 報告第10号 忠岡町立幼保連携型認定こども園条例の制定について 

日程第４ 報告第11号 コパンスポーツセンター忠岡の料金改定について 

 その他 
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■会議の内容 

富本教育長 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今から令和４年第５回忠岡町教育委員会定例会を開催致しま

す。 

 

（ 開会 午前１０時００分 ） 

 

本日の応召委員は５名で、出席委員は４名であります。 

従いまして委員会は成立しております。 

なお、本日傍聴の申し出はございません。 

本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、教

育長の指名として、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないので、竹林委員にお願いいたします。 

次に、教育長の報告をさせていただきます。 

委員皆様には既にご報告させて頂いておりますが、私、大阪府の町

村教育長会の会長並びに近畿ブロックの町村教育長会会長を仰せつ

かったことに伴いまして、５月１５日（日）から１７日（火）まで

の間、全国の町村教育長会の総会に参加して参りました。その際に、

私事ですが、功労者表彰を頂いたところであります。参加させて頂

いて感じたことなんですが、日本は広い、ということを改めて感じ

たところです。全国に町村が９２５あるそうです。大阪府は１０町

村しかありませんが、北海道は１４４もあるそうです。長野県が５

８。福島県が４６。福岡県と熊本県が３１。沖縄県が３０もあるそ

うです。小さい圏域ですが。そう考えると大阪府の１０というのは

かなり少ない。近畿ブロックで言いますと、滋賀県は６しかない。

急速に合併が進んだ結果かと思いますが。そのような中で、様々な

課題が出てきた訳なんですが、特に、都市部の町村と山間部の町村

とで、課題が違っております。学校をどう維持していくか、という

悩みがあるそうです。統廃合するにしても、スクールバスの問題な

どもあり、一概には難しいといった事もあるそうです。そのような

中で、本町は３．９７㎢しかありません、と申し上げると、北海道

の方からは驚きの声が上がりました。そういった面では、なかなか

議論が嚙み合わない事もございました。もちろん、指導の中でＧＩ

ＧＡスクールをどうしていくか、教科担任制をどうしていくか、と
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富本教育長 

 

 

森野課長 

 

 

富本教育長 

 

 

森野課長 

 

富本教育長 

 

畑中課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いった指導面での悩みは同じなんですが地域による悩みというのが

存在する、やはり日本は広いなあ、色々な考え方があるんだなあと

感じたところであります。これからも引き続き、近畿や全国の町村

の仲間と情報を交換しながら、本町の教育行政に少しでも資するよ

うに頑張って参りますので、委員皆様におかれましてもご支援賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

それでは議事に入ります。 

議事日程を事務局より朗読願います。 

 

（ 議事日程朗読 ） 

 

 

日程第１・報告第１７号「行事等報告について」を議題と致します。

事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

生涯学習課から令和４年４月分の社会教育行事について報告いたし

ます。 

３ページをお願いいたします。 

４月実施の町主催行事はご覧の通りで、子育て支援施策である「の

びのびサロン」「子育て親サロン」「おもちゃの病院」を児童館にて

実施いたしました。保健センターの健診時を活用した「ブックスタ

ート事業」は、(ブックセカンド)を実施し、また、各種団体の活動で

は、こども会育成者協議会総会の開催、青少年指導員及びスポーツ

推進委員合同委嘱式が行われ、委嘱式終了後にそれぞれの団体が総

会を開催。文化協会総会が開催されました。 

次に、各館の実績報告をいたします。 

４ページ～５ページは児童館について、でございます。 

まず、４ページの児童教室でございますが、ご覧のスケジュールに

て実施、４月の延べ出席人数は１６０人となっております。 

５ページは、児童館利用者数でございます。 

のびのび広場は延べ２８２人、自習室は延べ４６人、キッズクラブ
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富本教育長 

 

安明職務代

は延べ２１８人、親サロン等家庭支援教室は１8 人、児童教室は延

べ１６０人、となっております。 

続きまして、６ページ、ふれあいホールの使用状況でございます。

４団体の申し込み中、一般申し込みは１件、収納した使用料は３６,

０００円 となっております。 

７ページは、コパンスポーツセンター忠岡の利用状況でございます。 

４月の利用延べ人数は５,６４６人、運営日数は２５日間、１日平均

の利用者数２２６.７人、となっております。 

続きまして、文化会館についてご報告いたします。 

８ページは、講座等の利用状況でございます。 

定期講座の「日本語読み書き教室」には３人参加、単発講座は１タ

イトル、計１９人の参加となっております。 

「女性の悩み電話相談」は相談件数がございませんでした。 

その他の事業といたしまして、自習室開放は、学生対象では、小・

中学生なし、高校生１人、大学生なし、一般・社会人対象では、高

校・学生なし、一般１６人の利用となっており、 

次にあすなろ未来塾は、小学生クラス２日間で９４人、中学生クラ

ス２日間で９人、計１０３人の利用となっております。 

９ページから１１ページは、文化会館クラブの活動状況です。 

１１ページの合計欄をご覧ください。登録クラブ５６団体の活動に

ついて、公民館部に延べ３３８人、働く婦人の家部に延べ７４７人、

その他１5 人、計１,１００人となっております。 

１２ページから１３ページは、文化会館一般利用の状況です。 

１３ページ合計欄をご覧ください。利用人数は公民館部に延べ２６

０人、働く婦人の家部に３９９人、計６５９人、開館日数２１日、

申込件数４４件、有料貸出は１７件となり、７５,５５０円を収納し

ております。 

最後に図書館利用の状況です。１４ページをご覧ください。 

開館日数２０日間、貸出冊数２,９４６冊、貸出人数９２３人となり、

１日の平均貸出冊数は１４７.３冊、平均貸出人数は４６.２人、一人

当たりの貸出冊数３.２冊となっております。 

説明は以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

あすなろ未来塾の中学生クラスが９名となっていますが、これは令
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理 

 

石本理事 

 

 

 

安明職務代

理 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

森野課長 

 

富本教育長 

 

森野課長 

 

 

 

 

和４年度の申し込みが９名ということですか。 

 

あすなろ未来塾の令和４年度中学生の申し込み人数は６名となって

おり、この数字は延べ利用人数となっております。 

小学生の申し込み人数は５２名となっております。 

 

中学生の申し込みが少ないように思われます。せっかく、すばらし

い事業を行ってくださっているのに、もっと多くの子どもに利用さ

れるようないい方法はないのでしょうか。 

 

本事業のお知らせについては、学校の教室内に掲示をしてもらって

おります。また、時期を見て２次募集を行う予定としております。

何回も周知はしておりますが、どうしても中学生になりますと部活

動との関連から土曜日に実施しているあすなろ未来塾への参加が難

しくなるようです。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第１・報告第１７号「行事

等報告について」を報告どおり承認することにご異議ございません

か。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第２・報告第１８号「町立各学校園保育所行事について」

を議題と致します。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

１７ページをお願いします。 

東忠岡保育所、５月の行事です。 

９日（月）１０日（火）身体計測 

１３日（金）耳鼻科健診 

２０日（金）内科健診 
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石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

２３日（月）から２７日（金）保育参観 

保育所は以上です。 

１８ページをお願いします。 

東忠岡幼稚園、５月の行事です。 

９日（月）発育二測定 

１１日（水）内科健診 

３１日（火）耳鼻科健診 

１７日（火）交通安全教室 

２３日（月）から２７日（金）保育参観 

幼稚園は以上です。 

 

小学校、中学校についてご説明いたします。 

１９ページをお願いします。 

忠岡小学校 

 ２日（月）６日（金）３年生町探検 

１３日（金）全学年ペア遠足 

１６日（月）から２０日（金）家庭学習がんばり週間 

２４日（火）６年生社会見学 

２０ページをお願いします。 

東忠岡小学校 

２日（月）５年生遠足 

６日（金）２年生遠足 

９日（月）から読書週刊 

１０日（火）１年生遠足 

１２日（木）４年生遠足 

１３日（金）６年生遠足 

１７日（火）３年生遠足 

２６日（木）３年生校区めぐり 

２１ページをお願いします。 

忠岡中学校 

２日（月）授業参観、ＰＴＡ総会、３年生保護者修学旅行説明会 

１２日（木）１年生宿泊学習保護者説明会 

１９日（木）２０日（金）中間テスト 

以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 
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富本教育長 

 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

森野課長 

 

富本教育長 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

 

 

現在、整備中の東忠岡のこども園について、進捗状況等の報告をお

願いします。 

 

現在、新園舎の整備途中であり、鉄骨の大枠が出来て、床部分のコ

ンクリートも出来ており、これから内装に取り組んでいくといった

状況であります。天候等の影響がなければ、９月中には新園舎が完

成する予定です。現在は、幼稚園は仮設園舎で、保育所は保育所で

の生活をしてもらっておりますが、新園舎が完成次第、引越しをし

て１０月からは新園舎での生活となる予定です。 

今後の予定として、保育所の解体、外構工事の実施、園の規則等を

策定し、保護者説明会を予定しております。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第２・報告第１８号「町立

各学校園保育所行事について」を報告どおり承認することにご異議

ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第３・議案第１０号「忠岡町立幼保連携型認定こども園条

例の制定について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願

います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

２５ページをお願いします。 

こちらが忠岡町立幼保連携型認定こども園条例の制定案でありま

す。本条例につきましては、令和５年４月開園予定のこども園を設

置するために必要なものでございまして、通常であれば令和５年の

３月議会において、現在の保育所・幼稚園の設置条例を廃止すると

ともに本条例案の制定とするべきところでありますが、本年度中に

補助金の申請手続き等が必要であり、その際に認定こども園の園則
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富本教育長 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

森野課長 

 

富本教育長 

 

畑中課長 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

富本教育長 

 

 

畑中課長 

等が必要となってくることから前倒しで設置条例を制定するもので

あります。 

具体的には、第２条において、名称及び位置を定めております。名

称につきましては、「忠岡町立東忠岡こども園」、位置につきまして

は、「泉北郡忠岡町馬瀬２丁目１７番２号」と定めております。詳細

につきましては、後ほどご高覧頂ければと思います。説明は以上で

す。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

ご質疑がないようですので日程第３・議案第１０号「忠岡町立幼保

連携型認定こども園条例の制定について」を原案のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第４・議案第１１号「コパンスポーツセンター忠岡の料金

改定について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願いま

す。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

２９ページをお願いします。 

コパンスポーツセンター忠岡ですが、令和４年７月から子どもスク

ールの月額料金の値上げの要望が出ておりまして、その料金表の案

となります。月額で一律税込みで１,１００円の値上げとなります。

説明は以上です。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

前回の大人の料金改定時も確認しましたが、今回の値上げをした場

合、近隣のスクールとの値段の比較はどのような状況になりますか。 

 

近隣の料金ですが、ジュニアコースの週１回の料金が 8,100円や 7，



9 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

000 円のところなど、値上げをしたとしても、まだコパンスポーツ

センター忠岡のほうが安い料金設定となっております。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので日程第４・議案第１１号「コパン

スポーツセンター忠岡の料金改定について」を原案のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。以上で、本

日提出されました議案はすべて終了致しました。 

続きまして、その他に入ります。 

 

以下の内容を報告して終了。 

 

１．忠岡町教育委員会後援名義の使用許可について 

２．令和４年第６回教育委員会定例会議の日程について 

 

 


